
 

【問合せ先】 

・消防本部予防課 0551-23-7119 

・韮崎消防署 0551-23-1499   ・北杜消防署 0551-32-2508 

・須 玉 分 署 0551-42-2449   ・高 根 分 署 0551-47-2099  

・白 州 分 署 0551-35-2155   ・小淵沢分署 0551-36-3311 

  ・双 葉 分 署 0551-28-0119 

 

５ 受講申込 

（１） 受講希望者は願書（印鑑必要）へ４，０００円（テキスト代等を含む） 

を添えて本人が直接申し込むとともに、本人であることが確認できるもの 

（運転免許証・健康保険証等）を持参してください。 

・願書は、峡北広域行政事務組合消防本部のホームページからダウンロード 

できるほか、峡北消防本部管内の消防署・分署にも準備してあります。 

（郵送等による申込みは一切受け付けませんので注意してください。） 

・申込み後の受講取り消し、又は受講しなかった場合でもテキスト代等は 

一切返却できません。 

（２） 願書への貼付写真 

縦４ｃｍ・横３ｃｍの大きさで６ヶ月以内に撮影した単身、無帽、正面 

上半身で背景の無い写真１枚が必要となります。 

 

６ 講習科目の一部受講免除 

   次の資格を有する方は、一部講習免除が可能ですので資格の免状を添えて申し 

出てください。 

  対象者（有資格者） 受講免除科目 

消防設備点検資格者講習修了者 
防火管理の意義と制度の概要 

自衛消防業務講習修了者 

 

７ 注意事項 

（１） 受講当日は、筆記用具、テキストを必ず持参し、整理券を持って受講会場 

２階の受付にお廻りください。（整理券は受付時発行します。） 

（２） 欠席・遅刻・早退の受講者には、「修了証」は交付できません。 

 

８ その他 

    昼食や飲み物は各自で用意してください。 

    なお、当日は個々にゴミを持ち帰ってください。 

 


